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(57)【要約】
【課題】検体の収容効率が良く、検体の大きさに対して
過大量の薬液を使用することがなく、バーコード印刷ラ
ベルの貼り付けも容易で、検体の視認が容易な検体収容
容器を提供する。
【解決手段】容器本体２とその首部３に水密的に螺着さ
れる蓋体５とからなり、前記容器本体２の底部４が収容
される検体の大きさに応じて必要な内容積が確保される
ように設けられているとともに、底部４より下方の底下
部４ａがバーコード印刷ラベルの貼付等の記録部用スペ
ースが確保されるように設けられていることを特徴とす
る検体収容容器である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器本体とその首部に水密的に螺着される蓋体とからなる容器であり、
　前記容器本体の底部が収容される検体の大きさに応じて必要な内容積が確保されるよう
に設けられており、
　底部より下方の底下部が記録部用スペースが確保されるように設けられており、
　前記底部が容器本体の下端より容器本体の高さの１／５以上の高さであることを特徴と
する検体収容容器。
【請求項２】
　容器本体の底部が容器本体の下端より容器本体の高さの１／４以上の高さであることを
特徴とする請求項１に記載の検体収容容器。
【請求項３】
　容器本体の内容積が検体の大きさに応じて異なる２種以上の検体収容容器の高さが、底
下部の高さにより一定とされていることを特徴とする請求項１又は２記載の検体収容容器
。
【請求項４】
　容器本体の首部の直下に蓋体の下面を覆う指掛用鍔部が設けられていることを特徴とす
る請求項１～３のいずれか１項に記載の検体収容容器。
【請求項５】
　容器本体の底下部の端部に液体及び／又は空気の排出口が設けられていることを特徴と
する請求項１～４のいずれか１項に記載の検体収容容器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は検体収容容器に関し、更に詳しくは、病理組織等の検体を生理食塩水やホルマ
リン等の薬液に浸漬して収容し、これを移動、運搬又は保存するための容器であって、検
体の収容効率が良好で、検体の大きさに対して過大の容積の容器を用いることがなく、従
って、過大量の薬液を使用することがなく、また、検体が小さい場合でもその視認が容易
で、更に、バーコード印刷ラベルや各種ラベルの貼り付けや、記録が容易であり、更にま
た、容積が異なる場合には容積の大小に関わらず検体収容容器の大きさ（高さ）を揃える
ことができるので取り扱い性や運搬性の良好な検体収容容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　外科手術や内視鏡検査等の際に摘出又は採取された病理細胞組織等は手術中又は手術後
に種々の検査を受けるための検体とされるが、採取から検査されるまでの間は、従来、例
えば図７に示したような、又は特許文献１に記載されているような、容器本体に蓋体が螺
着された検体収容容器Ｃに収容され、生理食塩水やホルマリン、アルコール等の薬液に浸
漬されて保管されている。この場合、採取される検体はそれぞれ大きさが異なるので、種
々の大きさ（容積）の検体収容容器Ｃを用意して検体の大きさにあわせて適切な大きさの
検体収容容器を選択して使用するか、或いは、大きな検体収容容器Ｃを１種類だけ用意し
て、検体の大きさに関わらず大きな検体収容容器Ｃに収容されている。
【特許文献１】特開２００１－００２１１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、検体は、例えば、一回の外科手術等で数個～十数個採取され、そのサイ
ズも大小様々であるので、検体の大きさに応じた検体収容容器を用いると、検体が収容さ
れた容器の大きさ（径や高さ）がまちまちであるから、これらを整然とまとめるのが困難
となり、例えば、手で複数個を把持したりすることが難しく、誤って落下させて貴重な検
体を台無しにする場合がある。また、高さが一定でないため、例えば、輪ゴムや紐等で束
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ねたり、所定のラックに収納するのも困難であり、取り扱い性、運搬性が悪く、また、検
査時に、所望の検体収容容器を選択し摘み上げる作業も困難である。
　また、近年では検体収容容器にバーコード印刷ラベルを貼り付けて、バーコードリーダ
で読み取り、これにより検体を管理する方法が一般的になっているが、小さな検体用の小
さな容器には市販のバーコード印刷ラベルよりも小さいものも多く、このような場合には
バーコード印刷ラベルを貼り付けることが出来ず、この方法で検体を管理するのができな
いという問題がある。
　さらに、通常、この種の容器としては、透明又は半透明のものが用いられるが、特に、
小さな検体や薄い検体を従来の容器に収容して机上に載置すると、検体は薄い底部を介し
て机面と接することになるため、机の色や模様が反射して検体に映ってしまうことがあり
、検体の色等の正確な視認が困難となり、作業に支障を来したり、作業性を低下させる場
合がある。
【０００４】
　他方、大きな検体収容容器Ｃを１種類だけ用意して、検体の大きさに関わらず大きな検
体収容容器Ｃに収容する方法では、高さが揃っているので整然とまとめるのが容易であり
、またバーコード印刷ラベルを貼り付け、これを使って検体を管理するのも容易で、上記
した問題はかなり軽減される。
　しかしながら、検体が小さい場合にも大きな検体収容容器を使用すると、過大の容積の
容器を用いることになるので収容効率が悪く、また、検体を浸漬するための薬液の量が検
体に対して多すぎるため不経済であり、特にホルマリン等の揮発性の有機溶剤を用いる場
合には環境に対する悪影響も大きくなってしまうという新たな問題が生じる。
　また、机の色や模様が反射して検体に映って検体が視認しにくくなるという問題は、大
きな容器を使用することによっても全く解決できず、むしろ、大きな容器Ｃの中から小さ
な検体をピンセットで取り出すのは容易ではなく、かえって作業性が悪化するという問題
がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、かかる実情に鑑み、上記問題点を解消するべく鋭意研究の結果、予め、
検体の大きさにより必要な内容積に応じて底部の位置を決め内容積を設計するとともに、
底部より下方の底下部の高さをバーコード印刷ラベル等の貼付に代表される記録部用スペ
ースを確保するように設計することにより、収容効率の悪さや薬液の不経済や環境への悪
影響が解消され、一方、バーコード印刷ラベルを貼付したり、記載する等の記録が可能と
なる。更に、内容積を異にする検体収容容器の場合は、それらの高さが一定とされること
により、不揃いによる取り扱い性、運搬性の悪さが解消され、上記問題点が一挙に解消さ
れることを見い出し、本発明を完成するに至った。
【０００６】
　本発明は上記目的を達成するためになされたもので、本発明の請求項１は、容器本体と
その首部に水密的に螺着される蓋体とからなる容器であり、前記容器本体の底部が収容さ
れる検体の大きさに応じて必要な内容積が確保されるように設けられており、底部より下
方の底下部が記録部用スペースが確保されるように設けられており、前記底部が容器本体
の下端より容器本体の高さの１／５以上の高さであることを特徴とする検体収容容器を内
容とする。
【０００７】
　本発明の請求項２は、容器本体の底部が容器本体の下端より容器本体の高さの１／４以
上の高さであることを特徴とする請求項１に記載の検体収容容器を内容とする。
【０００８】
　本発明の請求項３は、容器本体の内容積が検体の大きさに応じて異なる２種以上の検体
収容容器の高さが、底下部の高さにより一定とされていることを特徴とする請求項１又は
２記載の検体収容容器を内容とする。
【０００９】
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　本発明の請求項４は、容器本体の首部の直下に蓋体の下面を覆う指掛用鍔部が設けられ
ていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の検体収容容器を内容とする
。
【００１０】
　本発明の請求項５は、容器本体の底下部の端部に液体及び／又は空気の排出口が設けら
れていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の検体収容容器を内容とす
る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の検体収容容器は、底部が検体の大きさに応じて必要な内容積が確保されるよう
に設けられているので、検体が小さいにも拘らず大きな容器を使用するといった無駄がな
く、従って、検体の収容効率が良好である。また、小さな検体であるにも拘らず過大量の
薬剤を使用するといった不都合が避けられ、従って、薬剤のコストを低減できるばかりで
なく、揮発性の高いホルマリンやアルコールを用いた場合でも、これらの揮発による作業
環境の悪化を最小限に抑えることができる。
　また、底部より下方の低下部が、必要な記録部用スペースが確保されるように設けられ
ているので、市販のバーコード印刷ラベルでも貼付することができる。即ち、小さな検体
に適した内容量が小さく、高さの低い検体収容容器であっても、底下部の高さを大きくす
ることにより市販のバーコード印刷ラベルを貼付するスペースが確保されるので該ラベル
を簡単に貼ることが出来、バーコードによる管理も可能である。
【００１２】
　また、内容積が異なる場合であっても、底下部の高さの調整により検体収容容器の高さ
を一定とすることができるので、該検体収容容器を整然とまとめることが可能である。そ
の結果、複数個の収容容器を手で把持することが容易となり、誤って落下させ容器を破損
し貴重な検体を台無しにするといったトラブルが防止され、輪ゴムや紐で束ねることも容
易であり、ラックにも収容できるので、取り扱い性や運搬性が良好となり、更に、高さが
揃っているので、検査時に所望の収容容器を選択し摘み上げる作業も容易である。
【００１３】
　さらに、底部の位置を容器本体の下端より容器本体の高さの１／５以上、好ましくは１
／４以上の位置としたことにより、机の色や模様等が検体に映らなくなるので、検体の色
等の外観を正しく視認することが可能であり、適切な検査や作業がし易くなる。
【００１４】
　また、首部の直下に蓋体の下面を覆う指掛用鍔部を設ければ、容器本体の壁厚を薄くし
て、蓋体の径が容器本体の径よりも大きくなったとしても、該検体収容容器を持ち上げる
際、指掛用鍔部に指が掛かるので、蓋体のみに指が掛かり不用意に蓋体が外れるといった
トラブルが防止される。
【００１５】
　また、容器本体の底下部の端部に液体及び／又は空気の排出口を設けた場合には、底下
部内に空気や水、薬液等の液体を封じ込めることがなく底下部の内外で均圧化されるので
、検体収容容器が机上等に吸着され持ち上げるのに困難を生じたり、また逆に、液体によ
り検体収容容器が浮き上がり滑動して机から落下したりするといったトラブルが防止され
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の検体収容容器１（以下、収容容器１、又は単に容器１ということがある）は、
図１及び図２に代表例を示したように、容器本体２とその首部３に水密的に螺着される蓋
体５とからなり、前記容器本体２の底部４の位置は、収容される検体の大きさに応じて必
要な内容積が確保されるように決定され、底部４より下方の底下部４ａの高さはバーコー
ド印刷ラベルを貼付するとともに、容器の高さが一定となるように決定されていることを
特徴とする。
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【００１７】
　容器本体２及び蓋体５は、それぞれ生理食塩水やホルマリン、アルコール等の薬液に使
用できる素材からなる。かかる素材としては、ポリエステル、ポリアミド、ポリカーボネ
ート、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン等の樹脂、ガラス等が挙げられる
が、軽量で扱い易く、成形性が良い点で樹脂製が好ましい。また、容器本体及び／又は蓋
体は、内部に収容した検体や薬剤の状態を外から視認できるようにするためには、透明又
は半透明の材料製とするのが好ましい。
【００１８】
　容器本体２の首部３には蓋体５が水密的に螺着されるが、その構造は特に限定されず、
通常の液体容器に使用される構造が全て好適に採用できる。具体的には、特許文献１（特
開２００１－００２１１２号公報）に記載されているような、シーリングリップを備えた
内蓋を使用した高度の水密性を備えた構造でもよいが、単に、シート状のシール材５ａを
備えた蓋体５を容器本体２の首部３に螺着させる簡単な水密構造も好適に採用できる。
【００１９】
　検体収容容器１の高さは特に限定されず、収容する検体の大きさ等に応じて適宜定める
ことができる。なお、容器本体２については、市販のバーコード印刷ラベル（通常、長さ
５０ｍｍ、幅３５ｍｍ程度）を貼り付けることができるように、首部の付け根から底下部
の下端までの長さを５０ｍｍ以上、好ましくは６０～７５ｍｍ程度とするのが好ましい。
但し、１００ｍｍを超えると容器の高さが大きすぎて扱いにくくなる傾向がある。
【００２０】
　本発明においては、容器本体２の底部４の位置Ｌ２は、容器本体２に収容される検体の
大きさに応じて適宜定められ、特に限定されないが、低すぎると内容積が大きくなり、小
さな検体を収容する場合にはホルマリン等の薬液の無駄が多くなり、また机の色や模様等
が反射して検体に映り小さな検体の色等を正確に視認するのが困難となる傾向があるので
、容器本体２の下端から容器本体の高さＬ１の１／４以上とするのが好ましい。底部の高
さＬ２の上限は特に無く、例えば、極小の検体を保存するために、底部の高さＬ２を容器
全体の高さＬ１の９／１０程度とすることもできるが、材料コストの面からは７／１０程
度までが好ましい。
　図３に底部４の位置が異なり、内容積が異なる検体収容容器の例を示したが、検体収容
容器１Ａでは容器本体の下端より約３０％、検体収容容器１Ｂでは約５５％、検体収容容
器１Ｃでは約７５％の位置にそれぞれ底部４が設けられている。
　尚、底部４と容器本体２との境界は、検体をピンセットで取り出し易くするために円弧
状とするのが好ましい。
【００２１】
　また、本発明においては、底部４より下方の底下部４ａの高さはバーコード印刷ラベル
を貼付したり、記録したりするための記録部用スペースが確保されるように決定される。
即ち、低下部４ａの高さの調整により、容器本体の高さ（長さ）が調整されている。即ち
、内容積が小さい容器本体２であっても、底下部４ａを高く（長く）することにより、バ
ーコード印刷ラベルやラベル等を貼着したり、記録するために必要な長さ（首部の直下か
ら底下部４ａの下端までの長さ）Ｌ３を確保することができる。このように内容積を異に
する場合、容器の高さを一定とすることが好ましい（図３）。
　更に、図４に示すように、他の検体収容容器の容器本体とも高さを同じにすることもで
きる。
　ここで、他の検体収容容器とは、図３に示したように、底部の高さＬ２が異なる本発明
の検体収容容器１は勿論、上げ底がされていない従来の検体収容容器Ｃも含まれる。
　このように、本発明の検体収容容器は、例えば、採取した検体の大きさに応じて内容積
が異なる場合であっても、低下部４ａの調整により検体収容容器の高さを一定とすること
ができるので、これらの検体収容容器を同一のラックや容器等に収納することが可能とな
り、整然とまとめることができるので取り扱いや、保管、運搬が容易である。
【００２２】
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　また、本発明において、容器本体の底部４、底下部４ａ、及び机面（図示せず）に囲ま
れた空間内に、水、薬液等の液体や空気が封じ込められると、収容容器１が机面に吸着さ
れたり、また逆に液体により収容容器１が浮き上がり、机上を滑動して落下することがあ
るので、前記の空間から液体や空気を抜くための排出口を設ける方が好ましい。排出口４
ｂの数は特に限定されないが、通常、２～６個設けられる。
【００２３】
　なお、図１、図２で例示した検体収容容器１においては容器本体２の周壁がやや肉厚と
され、首部３に螺着された蓋体５の外周面と容器本体２の外周面が面一となっているが、
容器本体２の周壁を薄くして必要な樹脂の量を減らし、軽量化やコストダウンを図ること
もできる。
　しかしながら、このような検体収容容器１は持ち上げる際に、蓋体５の下面に指が掛か
りやすくなり、取り扱い中や運搬中に不用意に蓋体５が外れてしまう恐れがある。このよ
うな不都合を解消するため、首部３の直下に蓋体５の下面を覆う指掛用鍔部３ａを設ける
のが好ましい。
　指掛用鍔部３ａの大きさは特に限定されないが、大きすぎると容器の取り扱い、移動、
運搬又は保存の妨げになりやすくなる傾向があるので、指掛用鍔部３ａの外縁が蓋体５の
外周と概ね面一になる程度が好ましい。
【００２４】
　上記した指掛用鍔部を設けた本発明の検体収容容器１の例について、図５及び図６に基
づいて説明する。
　検体収容容器１は、容器本体２とその首部３に水密的に螺着される蓋体５とからなり、
底部４の位置Ｌ２は、容器本体の下端より容器本体の高さＬ１の約６５％の高さであり、
図１及び図２の容器本体と比較して、容器本体の高さは同じであるが内容積は約半分とさ
れている。
　容器本体２の周壁は薄くされているので、必要な樹脂量が比較的少なくてすみ、安価に
作成できる。さらに首部３の直下に蓋体５の下面を覆う指掛用鍔部３ａが設けられている
ので、この検体収容容器１を持ち上げる際には蓋体５の下面に指が掛からず指掛用鍔部３
ａに指が掛かるので、不用意に蓋体５が外れることがない。
　また、本例の検体収容容器では容器本体２の底下部４ａの端部に、液体又は空気の排出
口４ｂが設けられており、この排出口４ｂにより底下部４ａ内に空気や水、薬液等の液体
を封じ込めることがなく底下部４ａの内外で均圧化されるので、検体収容容器が机上等に
吸着され持ち上げるのに困難を生じたり、また逆に、液体により検体収容容器が浮き上が
り滑動して机から落下したりするといったトラブルが防止される。
【産業上の利用可能性】
【００２５】
　叙上のとおり、本発明の検体収容容器は、容器本体の底部が収容される検体の大きさに
応じて必要な内容積が確保されるように設けられているとともに、底部より下方の底下部
が記録部用スペースが確保されるように設けられているので、検体の収容効率が良好とな
り、ホルマリン等の使用量も適量となるのでコストダウンが図られるとともに、揮発によ
る作業環境の悪化も最小限に抑えられ、また、市販のバーコード印刷ラベルを貼付したり
、記録をすることが可能である。
　また、検体の大きさによって内容積が異なる該収容容器であっても低下部の調整により
検体収容容器の高さを一定とすることができるので、該検体収容容器を整然とまとめるこ
とが可能となり、取り扱い性や運搬性が向上する。
　更にまた、底部が容器本体の下端より容器本体の高さの１／５以上の位置にあるので、
収容された検体は机の色等により影響を受けないので検体の色等の正確な視認が容易にで
き、作業性に優れ、信頼性の高い検査が可能となり、その有用性は頗る大である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】（Ａ）は本発明の検体収容容器の一例を示す正面図であり、（Ｂ）はその平面図
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である。
【図２】図１（Ｂ）におけるＡ－Ａ断面図である。
【図３】本発明の検体収容容器の他の例を示す正面図である。
【図４】底部の位置が異なるが容器の高さを一定とした本発明の検体収容容器１Ａ、１Ｂ
、１Ｃと従来の検体収容容器Ｃを一緒に並べた説明図である。
【図５】（Ａ）は本発明の検体収容容器の更に他の例を示す正面図であり、（Ｂ）はその
平面図である。
【図６】図５（Ｂ）におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図７】従来の検体収容容器を示す正面図である。
【符号の説明】
【００２７】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ　検体収容容器
　２　容器本体
　３　首部
　３ａ　指掛用鍔部
　４　底部
　４ａ　底下部
　４ｂ　排出口
　５　蓋体
　５ａ　シール材
　Ｌ１　容器本体の高さ
　Ｌ２　底部の高さ
　Ｌ３　容器本体の首部の直下から底下部の下端までの長さ
　Ｃ　従来の検体収容容器

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】
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